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    開  会   午前９時３０分 

議長（西岡良祐君） 皆さん、おはようございます。 

  梅雨入りの宣言が出された中、連日、強い日差しが照りつけておりましたが、ここに来て

ようやく梅雨らしい天気になってまいりました。 

  本日、ここに平成２５年６月第２回笠置町議会定例会が招集されましたところ、御出席い

ただきましてありがとうございます。 

  本定例会に提案されます案件について慎重な御審議をいただくとともに、議会運営に格別

の御協力を賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

  ただいまから平成２５年６月第２回笠置町議会定例会を開会いたします。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、５番議員、瀧口一弥君及び６番議

員、石田春子君を指名いたします。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月２０日までの９日間としたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 異議なしと認めます。会期は本日から６月２０日までの９日間に決定い

たしました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  議会報告を行います。 

  ５月２３日、議会広報発行の準備のため、南山城村議会広報委員会に視察研修を行いまし

た。４名の議員が参加いたしております。 

  ５月２７日より２９日まで、東京で町村議会議長研修会が開催されまして、出席いたしま

した。地域の自主性及び自立性の高まりが求められている現在、住民の代表機関である地方

議会の果たすべき役割と責任は、格段に重要になっております。そのような中、町村議会に
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おいては、分権時代に対応した活性化方策や議会が果たす役割の重要性を再認識し、一層の

活性化に資することの研修会でありました。それに伴いまして、議会会議規則第１２１条の

規定によりまして議員派遣を行いました。 

  以上で議会報告といたします。 

  次に、町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、平成２５年６月定例会を招集いたしましたところ、議員各位には全員の御出席を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

  さて、笠置のような小規模自治体にとりましては、自主財源の乏しい中、さまざまな行政

課題に取り組みながら、事業の運営につき創意と工夫を凝らし懸命な努力を重ねてまいりま

した。最大の課題といたしまして、少子高齢化の進展、また地域経済の停滞、過疎化の進展

等の解消に向かって、行政の合理化、地域の振興対策を強く推進する必要がございます。国

政においては、新しい指導者のもと、経済対策、防災、福祉等の問題を強い指導力で導かれ

ることを強く期待するものでございます。 

  それでは、４月以降の諸般の報告を申し上げます。 

  ４月１日、教職員の離任式が午前中、着任式が午後、和束町の体験交流センターで行われ

ました。 

  ４月５日、相楽東部広域連合臨時会が和束体験交流センターで、４月７日、笠置町桜まつ

り、消防団任命式が産業振興会館で、４月１５日、知事と市町村長会議が京都市の平安会館

で、５月１０日、京都府各部長との意見交換会が京都市内、平安会館で行われました。 

  ５月２１日、中部消防組合臨時議会が中部消防署、５月２３日、山城病院臨時会が山城病

院で、５月２４日、広域事務組合議会が大谷処理場で、部落解放・人権政策確立要求山城実

行委員会が加茂文化センターで、木津防犯協会の総会が奈良のホテル日航で、それぞれ行わ

れました。 

  ５月２７日、山城病院看護師処遇改善委員会が山城病院で、５月２８日、土地改良連盟相

楽地区総会が精華町役場において、６月３日、加茂・笠置組合臨時会が木津川市役所で、そ

れぞれ行われました。 

  以上でございますが、なお、本議会に提案させていただきます案件は、報告案件１件、承

認案件２件、議事案件７件でございます。よろしく御審議を賜り、原案御可決賜りますよう

お願いを申し上げます。 
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  諸般の報告といたします。 

議長（西岡良祐君） これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第４、報告第１号、平成２４年度笠置町繰越明許費繰越計算書報告

の件について、町長からの行政報告の申し出がありました。これを許します。町長、松本勇

君。 

町長（松本 勇君） 報告第１号、平成２４年度笠置町繰越明許費繰越計算書について提案理

由を御説明申し上げます。 

  今回の繰越計算書につきましては、社会資本整備総合交付金に係る事業の繰越明許費を地

方自治法施行令第１４６条２項の規定により報告するものでございます。 

  事業名、翌年度繰越額等については、別紙のとおり、それぞれ掲載しておりますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

議長（西岡良祐君） これについて質疑はありませんか。４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。３点、お聞きをします。 

  今現在、調査をされておりますが、いつごろ終わり、工事が始まるのはいつごろになるの

か、１点お聞きします。また、調査をされ、予算の範囲でおさまればいいのですが、思う以

上、補修、修理しなければいけない箇所が発生した場合、補正を組まれてまで取り組まれる

のか、お聞きします。 

  また、町道については、各区から、長年の間、修理、補修の要望が上がってきております。

これらの要望をぜひ尊重していただきたい。これらの３点をお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） おはようございます。ただいまの御質問にお答えいたします。 

  まず、１点目で調査の予定ということでございますが、現在、調査をしております。３月議

会でも御説明申し上げましたが、舗装の調査、のり面の調査、道路構造物の調査を含めてやっ

ております。予定ということで、その３つの調査が終わるのが１２月でございます。ただし、

後の工事がありますので、舗装につきましては８月末、９月にはその結果を出せるようにとい

うことで現在調査をやっております。その後に修繕工事を発注できるようにということを考え

ております。 

  それから、予算の範囲内におさまらなかったら、その補正はという質問でございましたけれ

ども、基本的には、前も説明申し上げましたが、道路の維持修繕というのは今まではほとんど
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国の補助がつかなかったもので、今回、大型補正ということで、危険なものは、調査をした上

できっちりとしたデータベースをつくったものにつきましては、その中で国の補助がついてく

るというふうな形になっております。それで、実際調査をやってみなければわからないところ

はあるんですけれども、結果が出てからになるかと思いますが、とても今の想定した予算では、

道路全体の調査をやっておりますので、足らないのではないかと現在考えております。今の調

査でそのデータをきっちりつくりましたら、次年度以降につきましても、今の話によりますと

国のほうの修理の補助をつけてくるんではないかという話をされていますので、恐らく間違い

はないと思います。 

  それと、３つ目で町道について、各区から今までたくさん要望を出されていまして、なかな

か単費では修理ができなかったということでございますが、町道の範囲はもう全て調査の中に

なっていまして、区民の皆さん、また役員の皆さん、私どもが見ても明らかに舗装が悪いとい

うふうなところは、まず調査の中では修理が必要という結果になると思いますので、全体の調

査でどういう工事の発注とかいうのが、また結果を見てから京都府とも相談しなければならな

いところがあるんですけれども、できるだけ今まで長年にわたって要望いただいて聞いている

ところについては、少しでも早くできるようにと現在考えております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 西村典夫君。 

４番（西村典夫君） 町道は、生活道路として非常に欠かせない道路であります。住みよいま

ちづくりのこれは基本だと考えております。この事業に、大いに皆さん、区も期待をされて

おりますので、よろしくお願いをしておきます。 

議長（西岡良祐君） これで行政報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第５、承認第１号、笠置町税条例一部改正に伴う専決処分の承認を

求める件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 承認第１号、笠置町税条例一部改正に伴う専決処分の承認を求める件に

ついて提案理由を申し上げます。 

  地方税法の一部を改正する法律、平成２５年法律第３号、地方税法施行令の一部を改正す

る政令、平成２５年政令第１０７号及び地方税法施行規則の一部を改正する省令、平成

２５年総務省令第３７号は、平成２５年３月３０日にそれぞれ公布され、原則として同年

４月１日から施行されたことに伴い、関連する笠置町税条例の一部を改正する必要が生じま
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したので、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をしましたので、今回提案さ

せていただいた次第でございます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上

げます。 

議長（西岡良祐君） それでは、議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） おはようございます。 

  それでは、笠置町税条例一部改正に伴う専決処分の承認を求める件について御説明をさせ

ていただく前に、１点誤字脱字がありましたので、訂正をお願いします。 

  １１ページをお願いします。 

  第７条の３の２、その行の個人の村民税となっています。すみません、それは町に直して

いただきたいと思います。訂正しておわび申し上げます。 

  それでは、今回の税条例の主な改正でございます。当町に該当するのが、現在の低金利の

状況を踏まえ、延滞金についての率の引き下げ及び住宅借入金等の特別控除税額の期間の延

長でございます。 

  それでは、新旧対照表に基づきまして御説明させていただきます。７ページをお願いしま

す。 

  第５４条の第５項でございます。これは、土地改良事業で仮換地等の指定があった場合の

所有者のみなし規定から、独立行政法人森林総合研究所が行う一定の事業を削除するもので

ございます。これは２５年４月１日からの施行となっております。 

  続きまして、８ページでございますけれども、第１３１条の第４項につきましても、先ほ

どの第５４条第５号と同様の改正で、施行期日も２５年４月１日でございます。 

  続きまして、９ページの附則の第３条の２、延滞金の割合等の特例ということで、これは

先ほど申し上げましたとおり、現在の低金利の状況を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観

点から、延滞金の引き下げを行うものでございます。２６年１月１日が施行日となっており

ます。 

  続きまして、１０ページでございます。同じく附則の第４条でございます。これは、延滞

金の割合の見直しを行うための文言追加をしております。２６年１月１日の施行でございま

す。 

  続いて、第４条の２、１１ページでございます。租税特別措置法の改正に伴います引用条

文の項の繰り下げを行っております。２６年１月１日の施行でございます。 

  続きまして、第７条の３の２でございます。これも先ほど申し上げましたとおり、住宅借
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入金等の特別控除税額の期間の延長及び引用条文の項の繰り下げで、施行日は２７年１月

１日となっております。 

  続きまして、１２ページでございます。第１０条の２でございます。これは、法の改正に

よりまして項の削除に伴う引用条文の項の繰り上げ等を行っておりまして、２５年４月１日

が施行でございます。 

  続きまして、１７条の２でございます。これも先ほどの租税特別措置法の改正に伴います

条文の変更を行っております。２６年１月１日でございます。 

  続きまして、第２２条の２でございます。これは、東日本大震災に係ります被災居住用財

産の敷地に係る譲渡期限の延長ということで、当町ではほとんど関係はないんですけれども、

今回改正を行っております。これは、居住用家屋の敷地の譲渡に係る相続人に対する譲渡所

得の課税の特例を創設しております。よって、全面改定を行っております。２６年１月１日

の施行でございます。 

  続きまして、１４ページでございます。第３項につきましては、第２２条の２の全面改定

によります条の追加によりまして項の繰り下げと文言整理を行っております。第２３条につ

きましては、法の改正による項の追加及び引用条文の繰り下げで、２７年１月１日の施行と

なっております。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。承認第１号、笠置町税条例一部改正に伴う専決処分の

承認を求める件は、承認することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、承認第１号、笠置町税条例一部改正に伴う

専決処分の承認を求める件は、承認することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第６、承認第２号、笠置町国民健康保険税条例一部改正に伴う専決
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処分の承認を求める件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 承認第２号、笠置町国民健康保険税条例一部改正に伴う専決処分の承認

を求める件について提案理由を御説明申し上げます。 

  地方税法の一部を改正する法律、平成２５年、法律第３号地方税法施行令の一部を改正す

る政令、平成２５年政令第１０７号及び地方税法施行規則の一部を改正する省令、平成

２５年総務省令第３７号が、平成２５年３月３０日にそれぞれ公布されたことに伴い、所要

の改正を地方税法第１７９条の規定により専決処分をし、平成２５年３月３１日付にて制定

した次第でございます。施行日は平成２５年４月１日でございます。よろしく御審議の上、

御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。 

  それでは、承認第２号、笠置町国民健康保険税条例一部改正に伴う専決処分の承認を求め

る件につきまして御説明申し上げます。 

  町税のほうと地方税法の改正の根拠は全く一緒でございまして、今回、国保税に係ります

改正が大きく２点ございました。 

  まず、１点目は、後期高齢者医療制度ができたことによって、それまで国保税の軽減措置

を受けていた世帯、これが５年間という時限がございましたが、今回、改正で恒久化されま

した。この改正につきましては、各保険者そのまま適用を受けますので、今回の条例改正、

町の税条例は改正する必要はございません。 

  それから、もう一点は、後期高齢者医療制度ができたことによって、平等割、均等割がご

ざいます。世帯割のほうでございますが、１世帯につき係るお金につきましては、制度がで

きたことによって二重になってくる世帯がでてくる。それを緩和するために、５年間、それ

ぞれの世帯割を半分にしようという制度が今動いているわけでございますが、さらにその

５年間の後、３年間、半分の軽減よりも少ないですが、４分の１を軽減、継続しようという

のが今回の税制改正で決定されたところでございます。この分につきましては、各町村、国

保税は税額が違いますので、それぞれ保険者ごとに条例を定めていく必要がございます。 

  それでは、新旧対照表にて御説明申し上げます。ページは３ページでございます。 

  まず、５条の２で、基礎課税分の世帯割を軽減しましょうということで記載しております。

今回、今までの５年間の特例措置の方は特定世帯という定義で位置づけておりましたが、そ
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の後の３年間延長する世帯につきましては特定継続世帯という表現をすることといたしてお

ります。文言的にその定義を書いているわけでございます。 

  ５条の２の中段から下を読みますと、及び特定継続世帯（特定同一世帯所得者と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯であって、特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月

以後８年を経過する月までの間にあるもの）という定義がございまして、これ以外の世帯、

これは通常の世帯割２万３，０００円でございます。それから、（２）で特定世帯、（略）

で書いておりますが、これが２分の１を軽減する定義を既にしております。これは、略して

おります。今回、改めて定義するのは３号でございますが、（３）で特定継続世帯、これは

４分の１を軽減しましょうということでございますので、定額の２万３，０００円掛ける

４分の３で１万７，２５０円という金額を定めているものでございます。 

  次の４ページに移らせていただきます。今は基礎課税分の分でございまして、第７条２で

後期高齢者支援金の課税分の世帯割の分を変更しております。金額は違いますが、説明は省

かせていただきまして、（３）で特定継続世帯、５，２５０円を賦課するという定義をして

おります。それから、その次の２３条、これは所得の額によりまして、所得の低い方は軽減

しましょうという制度で、その種類に３つございまして、７割、５割、２割と、こういう

３つがございまして、それぞれの分につきまして、世帯割、基礎課税分と後期高齢者医療制

度分の課税分につきまして、世帯割をそれぞれこの減額についても適用しようというもので

ございます。 

  具体的には、５ページにまいりまして、イで基礎課税分、エで後期高齢者支援分の世帯割

をそれぞれ特定継続世帯という形で定義をいたしまして減額する金額を定めております。こ

の２３条では、減額する額を記載しているものでございます。この額を引いた額を課税する

というふうなことになっております。 

  ６ページは（２）号ですが、これが５割軽減世帯、今説明しました７割軽減世帯と同様の

こと、イで基礎課税分、エで後期高齢者支援分を定義しております。 

  それから、７ページにいきまして、（３）号でございますが、これが２割軽減世帯の分、

その（３）号のイで基礎課税分、エで後期高齢者支援分の世帯割について、それぞれ定義し

てございます。 

  それから、最後に８ページにまいりまして、附則で文言の整理をしておるところでござい

ます。 

  説明は以上でございます。 
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議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。承認第２号、笠置町国民健康保険税条例一部改正に伴

う専決処分の承認を求める件は、承認することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、承認第２号、笠置町国民健康保険税条例一

部改正に伴う専決処分の承認を求める件は、承認することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第７、請願第１号、子どもの医療費無料化の制度を中学卒業まで延

長を求める請願書の件を議題といたします。 

  この請願については、総合常任委員会に付託をしております。 

  ただいまより、総合常任委員会委員長の報告を求めます。総合常任委員会委員長、西村典

夫君。 

総合常任委員長（西村典夫君） 常任委員会より報告をいたします。 

  ２４年１２月議会に、現在の１２歳までの子どもの医療費無料化の制度を１５歳まで延長

してくださいとの請願が提出をされました。この審議は、常任委員会に付託され、それを受

けて、１月３１日、５月１０日の２回を開催いたしました。第１回目の委員会において、笠

置町が一番大きな問題として抱える歯どめのかからない人口減少、少子化に対し、少しでも

食いとめることのできる施策であると全員認識の一致をして、この請願の採択を決定いたし

ました。 

  ２５年９月からの実施となるため、係る予算は３５万円であり、一般財源で対応していた

だけることになっておりますが、恒久的な制度としていくために年間これに係る予算６０万

円の確保が必要となります。このため、第２回目の委員会において、限られた財源の中でど

うやってこの財源を確保していこうかという審議を行いました。その中で、町の単独事業、

特化している事業などの削減、縮小を広く、薄く見直して財源を見出していこうという決定

をしております。財源の確保に努めたいと考えております。 
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  この請願については、採択と決定をいたしました。 

  以上、委員会報告といたします。 

議長（西岡良祐君） 質疑、討論を省略してよろしいですか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 異議なしと認めます。したがって、質疑、討論を省略いたします。 

  これから、請願第１号、子どもの医療費無料化の制度を中学卒業まで延長を求める請願書

の件を採決いたします。この請願に対する委員長の報告は採択です。この請願は、委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、請願第１号、子どもの医療費無料化の制度

を中学卒業まで延長を求める請願の件は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたし

ました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第８、議案第２５号、笠置町子ども・子育て会議条例の制定の件を

議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第２５号、笠置町子ども・子育て会議条例の制定の件について、提

案理由を御説明申し上げます。 

  平成２４年８月１０日可決、同月２２日に公布されました子ども・子育て関連３法のうち、

子ども・子育て支援法、平成２４年法律第６５号第７７条の規定に基づき、笠置町子ども・

子育て会議を設置するものでございます。 

  本会議では、主に平成２７年度からの新制度への移行に先立ち国が定めます基本指針に基

づき、地域の実情を踏まえた、仮称でございますが、笠置町子ども・子育て支援事業計画を

策定するに当たり、子育てに携わっておられる幅広い方の御意見をお聞きする。また、子育

ての支援に関します施策を総合的かつ計画的な推進に関し調査審議を行う機関として設置す

るものでございます。施行日は平成２５年８月１日でございます。よろしく御審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。議案第２５号、笠置町子ども・子育て会議条例の

御説明を申し上げます。 
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  内容につきましては、今、町長の提案理由で申し上げましたとおり、子ども・子育て支援

法に基づく制定でございます。その７７条の第１項に、先ほど申し上げました笠置町子ど

も・子育て支援事業計画の策定、あるいは２７年度から施行されますいろいろな保育事業の

制定に伴いまして、それを利用定員の設定等を調査審議する機関として定める組織でござい

ます。 

  まず、１条に今申し上げました設置の目的なりを書いております。 

  それから、２条にも、この会議の事務の概要を書いております。７７条第１項各号に定め

るというのは、二、三、具体的に申しますと、先ほど言いました笠置町子ども・子育て事業

計画の策定、あるいは教育保育施設、これは幼稚園、保育所、認定こども園という新しい言

葉が出ておりますが、これの利用定員の設定、あるいは地域型保育事業、これは家庭的小規

模事業所内の保育所の利用定員の設定等を審議するということになっております。この会議

は、２項で、町長に意見を述べることができる諮問機関ということを定義しております。 

  それから、３条で組織を規定しております。委員は１２人以内をもって組織する。２項で、

町長が委嘱任命すると。それから、委員の大きな分野というのを４号決めております。まず、

１号で、子供の保護者の方、それから２号で、子ども・子育て支援に関する事業に従事する

人の中、それから３号で、子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者、それから４号で、

その他町長が必要と認める者ということを規定しています。 

  ４条で、任期、２年でございます。２項で、委員を再任されることができると規定してご

ざいます。 

  それから５条で、会長、副会長、これは通常の規定どおりでございます。 

  それから６条で、会議の規定をしてございます。それから、６条の４項で、会議は、特に

必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、委員もしくは説明を聞き、

または委員以外の者に対し資料の提出を求めることができるというふうな規定がございます。 

  それから、次のページでございますが、７条で庶務、児童福祉所管課において処理する。 

  それから、８条で委任、この条例に定めるもののほか会議の組織及び運営に関し必要な事

項は町長が別に定めるとなってございます。 

  附則としまして、施行期日、平成２５年８月１日、それから２項のほうで、自治法の

１３８条の４第３項に基づく執行機関の附属機関として位置づけるということで、次の文言

をつけ加えてございます。特別職の非常勤職員ということで、子ども・子育て会議委員、日

額５，５００円でございます。以上でございます。 
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議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑につきましては、全ての議案に対し、同

一議案について３回までですので、申し添えます。 

  質疑はありませんか。３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  この任期の第４条第２項の件なんですれども、委員は再任されることができるとあります

が、これは再々任とか、一応６年とか８年、１０年とか、とどめがないというか、できれば、

ただし書きで再々任までとか、任期８年やったら４期ですか、１０年やったら５期とか、そ

ういうただし書きで入れてもらえないか。もしこの条例で無理だったら、規則に落として、

規則でそういった文言。やはり同じ人が長いことやれば、いい面もあるかもわかりませんけ

れども、人がかわれば、やはり新しい感覚で物が見られると思って、だから、この再々任か、

なるのかどうかわかりませんが、そういった一応任期を決めていただければありがたいなと

思うんですが、その件はいかがですか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。ただいまの御質問でございますが、この笠置町子

ども・子育て会議の３条２項で組織の委員の範囲といいますか、範疇を規定しております。

１項で、先ほど御説明しましたように子供の保護者、これは主にＰＴＡの関係者になろうか

と思います。それから２項では、保育所、それから小中学校、それから教育委員会の関係者

の方になろうかと思います。それから３項では、これはあくまで例で申し上げていますので、

実態はどうなるか、選任によるわけでございますが、京都府の機関あるいは笠置町の主任児

童委員さん等が考えられるのではないかというふうに思っておりまして、委員は、その都度、

この会議については固定しないように考えます。その都度、適正に選任していきたいと考え

ております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  それでは、条例では再々任とか決めないということでいかれるということですか。規則で

も決めないと。そういうことでいいんですか。 

  先ほど言いましたように、やはり確かに同じ人がずっと長いことやれば、いい面もあるか

もわからないんですが、弊害も出てくる部分があると。だから上限をね、やっぱりそういっ

た条例とか国の法令なんかでもそういうようなものがあると思うんです。決められることが

ね。だから、そういうことを決めてほしいなと思うんですよ。ほかの条例でも、笠置、どん
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なんかちょっと余り見ていないんですけれども、できれば上限を決めていただければ。 

  例えば子供の保護者といったって、小学校、中学まで想定されているんですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいまの大倉議員さんの質問で、それぞれ委員さんの任用期

間を条例か規則で定めたらどうか、定めたほうが明文化できていいという話だと思います。 

  ただ、考え方の一つで、確かにそれもあろうかなと思いますけれども、先ほど、子育て会

議だけじゃなしに、いろんな分野の設置条例、条例文を見ていただいたらわかるかなと思い

ますけれども、例えば特別職の報酬審議会は、それは再任ということはありません。ないと

いうことは、すなわち同じ人が何回も町長の委嘱もできると。個人情報の審査会の条例も多

分ないと思います。普通はそういうのは置かないんですよね。置かなくても、例えば任期が

２年でも１０年５期を務めていただく場合もあります。それは、先ほど子育て支援の関係で

申しましたら、担当課長が申し上げましたとおり、それぞれいろんな分野から来ていただい

て、一遍にかえるんじゃなしに、やっぱり順番にかえたほうが、組織としていい場合もござ

います。私はできれば逆にその文言を外すというのも一つの方法だと思います。 

  よって、それは町長の委嘱という部分で、笠置町のいろんな審査会、また審議会も含めて

人選を行う上で、やっぱり有識者の方の意見というのは必要だと思いますので、その方が

２期なり３期を務めていただく場合もございます。その辺が、することによって逆に目的達

成ができない場合もありますので、そういう意味で明文化は今回は考えておりません。以上

でございます。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） 笠置町においては、そういった条例の中には、今まで上限というのは、

もう全部がないんですか。ちょっとまだ調べていないんです、私も。ちょっと認識不足で申

しわけないけれども、できればこういったこともね、やはり先ほど言いましたように、水が

よどめばボウフラが湧くとか、言葉があるように、やはりいい場面とそうでない面が出てく

ると思うんですよ。弊害も、長いことすればね。だから、その辺のところを入れてもらえた

らと思うんですけれども、そういうことでしたら、はい。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 大倉議員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

  現在の提案させていただいております子ども・子育て会議の委員につきましては、先ほど

課長が説明いたしましたとおり、子供の保護者、これはＰＴＡ、あるいは２番目の子ども・
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子育て支援に関する事業に従事する者、これは保育所あるいは小学校、教育委員会ぐらいが

その者に当たるのではないかなと。それから、３番目の学識経験者でございますが、学識経

験者と申しましても、私のような高齢者が当たるべきでは常識上ないのではないかなと。だ

から、私は、半分以上が充て職のような感じでこの会議に当たるのではないかなと、そんな

ふうに思います。 

  やはり常識上考えますと、子育てに関します限りは、その役員は、やはり子供に関するい

ろんな役職を経験された、あるいは現在お持ちの方が当たられるべきではないかなと、そん

なふうに思います。大倉議員のおっしゃるとおり、役職が長いと、いい面もございますが、

弊害も出てくる面もございます。そういったことにつきましては、その役員に当たっていた

だきます人柄なりを検討させていただきながら決めていければいいのではないかなと、私は

そんなふうに思います。 

  以上で、答えになったかどうかわかりませんが、今の私の考えを述べさせていただきます。 

議長（西岡良祐君） ５番、瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） これには対象者の子供の年齢とか学年とか書いていないんですけれども、

こういうのは、恐らく子育てだから、ゼロ歳児から始まるとは思うんですけれども、上の年

齢は何歳ぐらいで、また、それが中学校になるのか、小学校になるのか、はたまた高校にな

るのか。その辺の対象者の年齢がわかったらお教えいただきたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。対象年齢の御質問でございますが、子ども・子育

て支援法の中でも特に何歳までという規定はございませんが、支援施策の内容を見てみます

と、乳幼児、これはゼロ歳から、それから小学校就学前、それから放課後児童クラブの制度

の充実も掲げられておりまして、当然小学生も対象になってくるんじゃないかなと。中学生

については、ちょっとまだ読み込めておりませんが、主にこの方々が対象になると考えてお

ります。 

議長（西岡良祐君） ７番、杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） ７番、杉岡でございます。 

  この会議については、年に何回という制約を持ってされるのか、１年に１回になるのかと

いうことを一つ聞きたいというのと、１２名以内をもって組織する、１２名以上はこの会議

をつくらないということなんですけれども、この最後のほうに、会議の委員については日額

５，５００円という形でなっているんです。それは、１２名以内、全員が参加した場合には、
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１人５，５００円という形の中で、仮に４回も会議があったときには、そこそこのお金が要

るんじゃないかという思いをしているんです。しかしながら、中身についてはいい会議であ

ることは間違いないんですけれども、会議については、年に４回、２回、どれぐらいの計画

をされていますか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。現段階におきまして、これから事業を行うわけで

ございますが、子ども・子育て支援事業計画の策定をするために、２５年度は当初予算でア

ンケート調査、ニーズ調査というのを計上させていただいています。これは１０分の１０補

助でございますが、その調査を受けて事業計画を策定する。その策定段階からこの会議の協

議を開始したいと思います。２５年度におきましては、多くても１回、２回、それから

２６年度にやはり２回以上、３回程度は考えられるんじゃないかなと。それから、法が施行

されます２７年度、４月１日に向けて計画を策定するわけでございますので、２６年度中が

メーンになってくると考えております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ほかに。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２５号、笠置町子ども・子育て会議条例の制定

の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、議案第２５号、笠置町子ども・子育て会議

条例の制定の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第９、議案第２６号、笠置町新型インフルエンザ等対策本部条例の

制定の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第２６号、笠置町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定の件に

ついて提案理由を御説明申し上げます。 
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  平成２４年５月１１日に公布されました新型インフルエンザ等対策特別措置法、平成

２４年法律第３１号、施行日は平成２５年４月１３日、第２６条の規定に基づき、笠置町新

型インフルエンザ等対策本部に関し、特別措置法で規定されているもののほか必要な事項を

定めるものでございます。 

  なお、参考事項でございますが、現在、今般の中国におけるＨ７Ｎ９鳥インフルエンザは、

現段階におきましては人から人への持続的に感染することは確認されておりません。 

  以上、施行日は公布日でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。議案第２６号、笠置町新型インフルエンザ等対策

本部条例の制定の件につきまして御説明申し上げます。 

  まず、第１条でございますが、先ほど提案理由で御説明申し上げましたとおり、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法で規定されております市町村版の対策本部を設置するというこ

とで、趣旨を規定しております。 

  それから第２条で、本部長、それから副本部長、それから本部員、それから町の職員等で

組織するということを規定しております。本部長は、特措法の中では町長ということで、必

然的に町長がなることになります。それから本部員は、教育長あるいは消防長、消防団長、

それから副町長というふうな規定がございます。それから、あと町の職員というふうなもの

で組織するということを書いております。 

  それから第３条で、この会議には、町の職員のほか国の職員、その他町の職員以外の者を

会議に出席させることができると書いておりまして、その者の意見を求めることができると

いうふうに規定してございます。 

  第４条で、下部組織の規定をしてございます。これは、あくまで対策本部の設置条例の骨

子を書いておりますが、具体的には、京都府でいえば京都府が定める行動計画、それから、

それに基づきまして市町村が定める行動計画というのを規定する必要がございます。現在、

京都府では、その行動計画が、中間案が今策定されている現状でございまして、それが策定

され次第、市町村もそれに倣って策定するという作業に取りかかるということでございます。

以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。 

  今、課長のほうから、行動計画についてもお話ございましたが、その中にも含まれると思
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うんですけれども、この対策本部というのは、どういう局面で立ち上げられるのか、そうい

う指針になるものがあるのかどうか、お聞きします。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。ただいまの御質問でございますが、先ほど町長の

提案理由の中で、現段階では人から人に持続的に感染していないと、感染力も含めまして。

それが、ＷＨＯが発しますフェーズ２に当たるらしいです。この町村の対策本部ができる過

程を本当に概要でございますが申し上げますと、ＷＨＯがフェーズ４を宣言、これは簡単な

説明で申しわけないですけれども、感染力があって、人から人への感染が確認されたという

ことで、フェーズ４が宣言される。その段階で国・府の対策本部が設置される。その次の段

階に、新型インフルエンザ等緊急事態宣言というのが発せられます。これは国・府の判断に

よるものらしいですが、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるという判断がされた場合に、

そういう宣言がされる。それに基づきまして町の対策本部が設置されるというふうに規定さ

れてございます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。 

  新型が猛威を振るうと最大６４万人の方が死亡されると推測されております。私は、日常

的に弱毒性も含めていろんなシナリオを想定して医療連携など万全な体制をつくり上げてお

くことがより重要だと考えるのですが、その辺はどうお考えでしょうか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） ただいまの御質問でございますが、条例の説明のときに申しました

行動計画の中で、十分吟味すべきであろうと考えております。それから当然、新型インフル

エンザもそうですが、条例のところに「等」と書いておりますとおり、新しい感染症も含ん

だ行動計画になってきますので、その辺を見据えて十分慎重に計画を策定してまいりたいと

思います。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２６号、笠置町新型インフルエンザ等対策本部

条例の制定の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、議案第２６号、笠置町新型インフルエンザ

等対策本部条例の制定の件は、原案のとおり可決されました。 

  これより１５分間休憩いたします。 

休  憩   午前１０時３５分 

再  開   午前１０時５０分 

議長（西岡良祐君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第１０、議案第２７号、笠置町高度情報ネットワーク施設の設置に

関する条例一部改正の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第２７号、笠置町高度情報ネットワーク施設の設置に関する条例一

部改正の件について提案理由を御説明申し上げます。 

  今回の一部改正は、笠置町高度情報ネットワークの地上アナログ受信点施設の撤去に伴い、

改正するものでございます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 議案の説明を求めます。企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼いたします。議案第２７号の笠置町高度情報ネットワーク

施設の設置に関する条例一部改正の件の御説明を申し上げます。 

  今回の条例の一部改正につきましては、笠置山にありました高度情報ネットワーク施設の

受信点施設、地上アナログでございます。これにつきましては、京都放送、また奈良放送を

受信いたしておりましたアンテナ施設でございます。アナログ放送は既に終了しておるんで

すけれども、この施設の設置場所は、畑の一角に設置させていただいておったということで、

特に畑ということもありまして、撤去の費用、土地の所有者と御相談させていただく中で撤

去した。その施設の撤去に伴います改正となっております。 

  では、一番最後のページの新旧対照表で御説明をさせていただきます。 

  第２条の欄の中の位置、それの４段目なんですけれども、受信点施設地上アナログ、笠置

町大字笠置小字神宮山３番地、これを削除するものでございます。附則といたしまして、こ

の条例は公布の日から施行し、改正条文につきましては２５年４月１日から適用となってお

ります。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２７号、笠置町高度情報ネットワーク施設の設

置に関する条例一部改正の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、議案第２７号、笠置町高度情報ネットワー

ク施設の設置に関する条例一部改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第１１、議案第２８号、笠置町国民健康保険税条例一部改正の件を

議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第２８号、笠置町国民健康保険税条例一部改正の件について提案理

由を御説明申し上げます。 

  京都府下市町村国保の府単位一元化に向けての協議につきましては、京都府国民健康保険

広域化等支援方針、平成２２年１２月策定、最終平成２５年３月２７日改定に基づき、協議

が進められているところでございます。大きくは、平成２７年度に財政運営の府一元化、平

成３０年度には国保制度の府一元化を目指しているものでございます。保険税一部負担金の

減免規定の現状については、府下市町村間でその基準が異なっており、府単位一元化を見据

え、また生活困窮者の医療確保の観点から、標準的な減免基準が示されたところでございま

す。今回、この標準的な減免基準に基づき、笠置町国民健康保険税条例の一部を改正するも

のでございます。施行日は公布日で、平成２５年度以降の年度分の国民健康保険税に適用い

たしてまいります。 

  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。議案第２８号、笠置町国民健康保険税条例一部改

正の件につきまして御説明申し上げます。 

  それでは、２ページの新旧対照表により説明いたします。 
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  まず、２４条の３でございますが、国民健康保険税の減免を規定してございまして、第

１項で、申請主義を明確に規定しております。「その申請によって別に定めるところによ

り」ということで、文言を追加しております。それから、現行では、災害等の減免という文

言だけでございましたが、改正案では、それを細分化して３つの項目に分けているところで

ございます。まず１番目に、今までございました災害減免について文言を整理してございま

す。震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他財産につ

いて著しい損害を受けた世帯。それから２号で、事業休廃止等減免。事業休廃止、失業、死

亡又は傷病により、当年所得見込額が前年所得類に比べて著しく減少し、保険税の納付が困

難であると認められる世帯。それから３号で、給付制限減免。刑務所、少年院等に拘禁・収

容され、給付制限を受ける期間が２か月を超える被保険者という、３つの項目に細分化させ

ていただいております。それから４号で、旧被扶養者減免というふうなことで、これは以前

からございましたので、号の変更と表題の文言をつけ加えさせていただきました。 

  それから３ページにまいりまして、被扶養者減免の各号でございますが、これも表記上の

整理をしておりまして、１号を（ア）号というふうな形で変更しております。それから、

２項で、３ページの一番下段でございますが、基本的な申請の方法を定義しております。読

みます。前項の申請をする者は、納期限７日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に

減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。た

だし、前項第４号の適用については、資格取得届をもつて減免申請手続があつたものとみな

す。これは、旧被扶養者減免につきましては、もう必然的に適用になるというふうなことで

ございます。 

  それから、最後、４ページでございますが、その申請書に記載する項目、１号から３号、

氏名、住所、納期限及び国民健康保険税の額、それから減免を受けようとする理由というふ

うなことを記載する旨規定しております。それから、３項で、この規定に定める外、施行に

関し必要な事項は別に規則で定めると規定してございまして、参考資料としてお渡しさせて

いただいています。その参考資料１が、この条例に関する規則でございまして、今４項目申

し上げました中の具体的な手続について規則で定めさせていただいております。 

  それから、参考資料２でございますが、税ではございませんが、京都府の標準的な減免基

準の中には、一部負担金も同様の規定がございまして、その一部負担金の徴収猶予、それか

ら減額・免除というふうなことも規定しておりますので、笠置町におきましては、規則のほ

うで定めておりますので、その旨も改正することになります。それで、参考資料２として添
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付しておりますので、御参照いただければと思います。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。 

  生活保護法案についても、今までと違って申請をする義務が講じられました。この件に対

しても申請が必要となってくるわけですけれども、申請制度になって、その権利が狭められ

るおそれがあるいうことも指摘をされておるわけです。その応対に当たっては、どうか優柔

な親切な応対で臨んでいただきたいと、そのように思うんですけれども、その辺どうですか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。申請主義の対応でございますが、もう文言のとお

り、申請がなければ、この条例を適用することができませんが、言われているのは多分窓口

での対応だと思います。そういう方がおられれば、周知も含めて懇切に対応させて、徹底し

ていきたいと考えております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ほかにありませんか。５番、瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） ５番、瀧口です。 

  ３ページの第７条についてちょっとお聞きしたいんですけれども、７条の３行目に、減免

の理由が消滅した場合は、その理由の消滅の日をもって当該の保険料の減免を取り消すとな

っておりますが、これは本人の申告によるものなのか、はたまた役所がお決めになることな

んでしょうか、ちょっとお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。 

  もう一度、第７条というのは……. 

５番（瀧口一弥君） 第７条の減免の理由が消滅した場合の、これは本人の申告というものな

のか、それともまた役所の…… 

住民課長（東 達廣君） 規則のほうですか。すみません、資料１のほうですね。申しわけな

いです。第７条、減免の取消し等ですかね。 

  虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けたことが判明した場合は、当該保

険料の減免を取り消すものとするというという、そのケースを…… 

５番（瀧口一弥君） 第３行のその理由の消滅の日をもって当該の保険料の減免を取り消すと

なっておりますが、これは本人が申告するべきものなのか、それとも役所で調べて減免を取

り消すものなのかということで、よろしくお願いします。 
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住民課長（東 達廣君） 基本的に、例えば災害減免でございましたら、被災月から１２カ月

分の保険税という期間が限定してございまして、それを過ぎたら自然的に消滅すると。特段

の事由がない限り、継続的な申請がない限り、それで消滅する。 

  それから、事業休廃止等につきましても、これは基本的に１カ月更新なんです。３カ月の

単位でもって再調査を図るというふうな具体的な事務処理がございまして、そのときに、例

えば調査のときに所得が判明した場合は、これは減免の規定の中止に、いろんなケースによ

って違うんですけれども、なろうかと思います。 

５番（瀧口一弥君） 役所のほうとして、それで減免の取り消しをするというということにな

っておるみたいですね、今の答弁におかれましては。ですが、所得の大小によって減免の取

り消しがあるとここに書いておりますけれども、これは前年度の所得において、それを見て

減免の取り消しをなすのか、それとも当該年度の所得見込みにおいて減免を取り消すのか。

そのほうはどうなっておるんでしょうか。 

住民課長（東 達廣君） 事業休廃止等減免につきましては、当然、所得見込みというのを本

人が申請されて、それに基づいて、７割減免する、５割減免する、２割減免するというふう

な形になってこようかと思います。前年度の所得に対しては、今言いましたのは応益割とい

いまして世帯割と均等割の部分でございます、７割、５割、２割。それから、所得につきま

しては応能割で、所得と資産税の分が減免するわけでございまして、それは、対前年度の所

得額に資して、例えばもう完全になくなりましたよと、今年度はもう所得ゼロですよ。そう

いう場合は、ここに規定していますとおり１０分の８の所得割あるいは資産割を減免すると

いうふうな形になってきます。 

議長（西岡良祐君） 瀧口議員、ちょっと手を挙げてやってもらえるかな。５番、瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） ５番、瀧口です。 

  私がお尋ねしているのは、減免をするのじゃなしに、減免の取り消しの条件をお聞きして

いるわけです。だから、減免の取り消し、もうあんたあしたからは保険料を払わなあかんよ

となったときに、それはどういう基準でなされているのかということをお聞きしているわけ

です。だから、減免の取り消しについてお聞きしているわけですから、そこの答弁よろしく。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） ただいまの御質問でございますが、取り消しにつきましては、例え

ば翌年度の確定資料をもって再度検証いたします。部課資料等をもって、そのほかの資料も

ございますが。以上でございます。 
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議長（西岡良祐君） よろしいか。 

（「はい」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） ほかに。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２８号、笠置町国民健康保険税条例一部改正の

件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、議案第２８号、笠置町国民健康保険税条例

一部改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第１２、議案第２９号、笠置町福祉医療費の支給に関する条例一部

改正の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第２９号、笠置町福祉医療費の支給に関する条例一部改正の件につ

いて提案理由を御説明申し上げます。 

  京都府福祉医療費助成事業費補助金交付要綱、昭和５０年京都府告示第２９４号の一部が

改正されたことに伴い、笠置町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正するものでござ

います。 

  改正後の条例では、父子家庭の児童及び父親も助成の対象に拡大されます。施行日は公布

日で、平成２５年８月１日以降の診療分に係る医療費から適用いたします。よろしく御審議

賜りますよう、お願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 議案第２９号、笠置町福祉医療費の支給に関する条例一部改正の件

につきまして御説明申し上げます。 

  新旧対照表のほうでございます。 

  まず、その前に、当初配付しました議案書につきまして、一部記載漏れございまして差し
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かえさせていただきましたことを訂正しておわび申し上げます。 

  それでは、説明に移らせていただきます。 

  提案理由でございましたとおり、今まで母子家庭の児童及びその母親が対象となっており

ましたが、府の福祉医療制度の見直しによりまして、父子家庭とその父親も対象にさせてい

ただくことになりました。 

  文言としましては、「一人親家庭の親が扶養する満１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある児童及びその親」というふうな定義で規定を変えさせていただいてお

ります。 

  それから、２号の中段、空欄があって、その下でございますが、「その世帯の主たる生計

維持者（親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得より多いものをいう。）の

所得が福祉医療助成事業費補助金交付要綱に定める基準額を超えないもの」というふうなこ

とで、所得制限が見直されましたので、追記しております。 

  それから、３号のほうで、２ページの最後でございますが、「前号に準じる者で、特に町

長が必要と認めたもの」ということで、これにつきましては、京都府のほうでも施行規則の

通知が改定中でございまして、後日、通知があり次第、笠置町におきましても施行規則をそ

れに合わせて改定を予定しているところでございます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。２番、向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  今お話にありました所得制限の基準額というのは、具体的にどういった額になりますか。

説明を求めます。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。今、扶養親族の数で基準額がそれぞれ異なります。

今手持ちで持っている資料につきましては一例でございまして、それでお答えさせていただ

きたいと思います。現行では、親子２人世帯の場合の給与収入、これが８６０万を超える方

は対象外ですよという規定でございますが、今回見直しによりまして、親子２人世帯の場合

の給与収入は４２０万を超えれば対象になりませんよというふうなことになりました。以上

でございます。 

議長（西岡良祐君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 
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  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２９号、笠置町福祉医療費の支給に関する条例

一部改正の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、議案第２９号、笠置町福祉医療費の支給に

関する条例一部改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第１３、議案第３０号、笠置町児童医療費の支給に関する条例一部

改正の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第３０号、笠置町児童医療費の支給に関する条例一部改正の件につ

いて提案理由を御説明申し上げます。 

  児童医療費の公費負担拡充につきましては、平成２４年１２月議会におきまして、子ども

の医療費無料化の制度を中学校卒業まで延長を求める請願書が提出され、総合常任委員会に

付託され、その後、審査、審議が実施されてきたところでございます。委員会での御議論を

踏まえ、笠置町といたしましても、少子高齢化対策の重要な施策の一つとして位置づけ、笠

置町児童医療費の支給に関する条例の一部を改正するものでございます。 

  改正後の条例では、助成する年齢の範囲を現在の小学校卒業から中学校卒業まで拡充され

ます。施行期日は公布日で、平成２５年９月１日以降の診療分に係る医療費から適用いたし

ます。以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 議案第３０号、笠置町児童医療費の支給に関する条例一部改正の件

につきまして御説明申し上げます。 

  新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

  第２条のほうで、対象者の定義をしてございます。現行は、満１２歳に達する日以後の最

初の３月３１日までと規定しておりますが、これを満１５歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者というふうな定義に変えさせていただくものでございます。なお、

第３条のほうで、福祉医療費の改正に伴いまして、母子家庭の表現を一人親家庭に文言の整
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理をしてございます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第３０号、笠置町児童医療費の支給に関する条例

一部改正の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、議案第３０号、笠置町児童医療費の支給に

関する条例一部改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第１４、議案第３１号、平成２５年度笠置町一般会計補正予算（第

１号）の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第３１号、平成２５年度笠置町一般会計補正予算（第１号）につい

て提案理由を御説明申し上げます。 

  歳入歳出予算の総額１３億５，９１０万円に歳入歳出それぞれ２，８０８万７，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億８，７１８万７，０００円とする

ものであります。 

  今回の補正の主なものは、過疎集落等自立再生対策事業５０６万円、乳幼児医療費助成

３５万円、風疹ワクチン接種事業９万円及び加茂笠置組合から配分金１，３５０万円を南笠

置町区に配分等の計上となっております。財源の主なものといたしましては、国府支出金及

び繰越金等を充てております。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げま

す。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） それでは、議案第３１号、平成２５年度笠置町一般会計補正予

算（第１号）につきまして御説明申し上げます。 

  今回の補正額は、先ほど町長が申し上げましたとおり２，８０８万７，０００円で、歳入
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歳出の予算の総額が１３億８，７１８万７，０００円となるものでございます。 

  それでは、歳入のほうから御説明申し上げます。 

  ８ページをお願いします。 

  まず、１３款国庫支出金、３項の委託金では、総務費委託金としまして過疎地域等自立活

性化推進交付金５００万円を計上しております。この事業につきましては、過疎集落等自立

再生対策事業で１００％の補助率でございます。歳出につきましては、１０ページでまた担

当課長のほうから御説明させていただきます。 

  続きまして、１４款府支出金、２項府補助金で、１目総務費府補助金としまして電源立地

対策補助金の４４０万円を計上しております。今回の充当事業としまして、現段階では保育

所の車両の更新事業及び保育所の人件費を考えております。続きまして、３目の衛生費府補

助金につきましては、風疹のワクチン接種補助金としまして４万５，０００円を計上してお

ります。全体の事業費の３分の１の計上で、現在、京都府の府議会のほうで提案されている

ものでございます。続きまして、総務費委託金でございます。教育統計調査委託金としまし

て１，０００円、これは確定した数値を計上しております。次に、繰越金につきましては、

財源不足額等の関係で１４３万８，０００円を計上しております。 

  続きまして、９ページの雑入でございます。 

  まず、消防団の退職報償で１０万７，０００円。当初１００万円を計上しておりまして、

確定が１１０万７，０００円でございますので、差額分の１０万７，０００円の計上となっ

ております。続いて、加茂笠置組合の配分金としまして１，５００万円の計上でございます。

続いて、相楽東部広域連合の派遣職員の負担金として、人件費相当分の２０９万

６，０００円を計上しております。 

  それでは、歳出に移らせていただきます。 

  歳出につきましては、それぞれ担当課長のほうから御説明申し上げます。私のほうにつき

ましては、総務財政の所管する部分につきまして御説明させていただきますが、人件費につ

きましては、人事異動及び現況等を精査した中での補正となっておりますので、説明は割愛

させていただきます。 

  まず、１０ページの１目の一般管理費で、１９節の負担金補助及び交付金１，３５０万円、

これは南部区への加茂笠置組合からの配分金を計上しております。なお、南部区との覚書に

よりまして、配分金の１０％は笠置町への事務費としていただくという覚書がございますの

で、１５０万円を一般財源化させていただいております。 
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  続いて、５目の財産管理費でございます。これにつきましては、先ほど電源立地の補助金

で申し上げました保育所の車両を更新するものでございます。役務費、備品購入費、公課費、

それぞれを計上しております。なお、現在の保育所の所有の車が２０年を経過しております

ので、経年劣化により今回計上しております。 

  続いて、一番下段にあります防災諸費の需要費、消耗品費でございます。これはジェイ・

アラートのＵＰＳのバッテリーが劣化しましたので、今回交換させていただくということで

計上しております。 

  続いて、１１ページでございます。 

  同じく防災諸費の役務費及び委託料でございます。それぞれ、電波利用料２０万

７，０００円、防災無線の保守管理等で２４万８，０００円、また無線局の登録点検業務委

託で６万３，０００円を計上しております。これは、２４年度にデジタル無線の整備に伴い

まして中継局、子局に係る経費が当初予算で漏れておりましたので、今回補正をさせていた

だいた次第でございます。 

  続きまして、参議院選挙費関係でございます。補正額はゼロでございますけれども、それ

ぞれ節の振りかえをさせていただいております。 

  続きまして、教育統計調査費につきましては、先ほど歳入で御説明申し上げましたとおり、

委託金の確定によりまして役務費で１，０００円を計上させていただいております。 

  続きまして、１４ページをお願いします。 

  消防費の非常備消防費の関係で退職報償金が１０万７，０００円、これは歳入で御説明さ

せていただいたとおりでございます。記念品で９，０００円を計上しております。これは、

消防団１２０年、自治体消防６５周年の記念大会への出席に伴いまして、記念章の購入を京

都府消防協会相楽支部において決定されましたので、今回補正予算をさせていただいた次第

でございます。 

  次の１５ページにつきましては、先ほど雑入のほうでも御説明申し上げましたけれども、

嘱託職員の人件費でございます。 

  なお、１６ページ以降につきましては、それぞれ参考資料を添付させていただいておりま

すので、よろしくお願いします。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼をいたします。企画観光課が所管いたします補正予算につ

いて御説明を申し上げます。 
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  まず、１０ページのほうをお願いいたします。 

  総務費、総務管理費、企画費、賃金で、人事異動に伴い、アルバイト賃金として５５万

８，０００円を計上しております。 

  次に、８節の報償費から１３節の委託料までは、過疎集落等自立再生対策事業にかかわる

もので、この事業につきましてはソフト事業となっております。計画に当たっては、耕作放

棄地の再生・活用、特産品の開発、また６次産業化の視点で、さらには観光振興、定住・交

流促進につながる計画づくり、また、それらだけにこだわるのではなく、そういったもの以

外のいろんな意見を聞き、住民等の意見による計画づくりを行うものでございます。 

  それで、町民を初め、学生、町外者、いろんな角度から町の新たな魅力の発見や地域資源

の見直しを行う。そして、町なか歩きの実施やシンポジウムの開催をし、いろんな方から御

意見をお聞かせ願うといったものの計画づくりで、それに対します経費として、シンポジウ

ムの講師謝金１０万円、それと旅費で３万円、需用費でシンポジウム開催時の事務消耗品

１０万円、またシンポジウム開催用に向けましてのチラシやパンフレット等の印刷製本費で

３０万円を計上しております。それと、郵送料等で役務費３万円を計上しています。そして、

委託料につきましては４５０万を計上させていただいておりますが、これにつきましては、

笠置町の現状を各種データ、また、これまでの活性化計画等から現状の整理・分析を行うと

ともに、季節のイベントや、また観光資源の整理・分析、そういったものを考えております。

また、課題を明確にするために、町民、区、また商店街、各種団体、行政を対象にヒアリン

グ調査の実施、そしてワークショップの開催。このワークショップについては、１回ではな

く数回の開催を考えております。それと、報告書の作成といった現状の整理、比較、分析、

ヒアリング調査の実施運営、ワークショップの開催、報告書等の作成を委託の内容と考えて

おります。 

  続きまして、１３ページをお願いします。 

  商工費、商工費、商工振興費、負担金補助及び交付金で、これにつきましては、商工会が

事業主体として実施されますプレミアム商品券発行支援事業に対します補助といたしまして

２０万円を計上させていただいております。プレミアム商品券の発行支援事業につきまして

は、昨年も実施されておりますが、地域活性化を図るため、商店街が行うプレミアム商品券

発行に対し、支援ということで、その発行金額、現在６００万円を予定されているところで

ございますが、その６００万円に対しますプレミアム付加費用として１割の６０万円、その

６０万円に対します３分の１の２０万円を計上させていただいております。京都府のほうか
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らも３分の１の補助があるということでございます。 

  それから、商工費、商工費、観光費、使用料及び賃借料で、これまで飛鳥路駐車場及びト

イレの土地を無償でお借りしておりましたが、今回、土地の所有者との協議により、土地賃

借料として１３万２，０００円を計上させていただいております。それから、負担金補助及

び交付金で、観光協会、商工会、そして旅館組合等で実施されます笠置山登山口のアーケー

ドの修繕に対します補助金として２８万円を計上させていただいております。 

  それから、産業振興会館費の賃金で、これにつきましても人事異動に伴いましてアルバイ

ト賃金１２９万９，０００円を減額で計上させていただいております。それと、備品購入費

ですが、喫茶のウオータークーラーの購入として９万円を計上させていただいております。

このウオータークーラーですが、長年使用している中で、これまで何回か修繕という形で対

応してきましたが、修繕もきかず、水も冷えないといった状況となっておりますので、今回

計上させていただきました。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。住民課が所管いたします歳出予算につきまして御

説明申し上げます。 

  １１ページの下段からお願いいたします。 

  民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、委託料で、障害者福祉サービスシステムの改修

１５万８，０００円を計上しています。本年４月１日から、障害者自立支援法にかわりまし

て障害者総合支援法が施行されておりまして、町の支給対象に難病が数多く加わりました。

それに伴いますシステム改修でございます。それから、その次に国保連合会システム改修

５万５，０００円、これは児童医療費の拡充に伴う国保連合会のシステムの改修費でござい

ます。 

  １２ページに入りまして、老人福祉施設費の中で、扶助費、乳幼児医療助成。児童医療費

拡充分に伴います９月実施分から翌年３月末までの分の３５万円を計上しております。委託

料で、介護予防給付管理委託、ケアプラン作成。これは、外部に委託しておりますケアプラ

ン作成委託料でございます。 

  １２ページの下段、衛生費、保健衛生費、予防費、委託料で、予防接種９万円を計上して

おります。風疹の公費助成を実施いたします。京都府の要綱も今現在改定中でございまして、

それにあわせて笠置町もあわせて助成すると。自己負担３分の１、町と府で３分の２を見る

というふうな助成でございます。歳出として約１５名分を見ているところでございます。そ
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れから、診療所費の中で、備品購入。歯科診療所のエアコンが、急遽、修理不能的な故障で

ございまして、新たに備品として買いかえるものでございます。４４万４，０００円。 

  住民課としては以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） 失礼いたします。建設産業課が所管いたします歳出の御説明を

申し上げます。 

  １４ページをお願いいたします。 

  土木費、土木管理費、土木総務費の中の節で７節の賃金９３万円、これはアルバイト賃金

として計上させていただいております。これは人事異動によるもので、職員１名減になって

おりますので、その分をアルバイトで対応するものでございます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。１番、田中良三君。 

１番（田中良三君） １番、田中です。 

  企画観光課長が、最前、飛鳥路の駐車場の賃借料を土地の所有者と話し合いでと言わはり

ましたか。これは、そんな規定とか何年契約とかないんですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えしたいと思います。 

  契約はございます。それで５年契約で、申し出等があった場合、その３カ月前でしたかに

申し出をするということで、それがなければ自動的にまた同数年契約をするということにな

っております。そういった中で、今回５年目といいますか、その期限がきた中で、満了する

日より前もって所有者の方からそういった申し出がございましたので、それに対して協議を

した中で今回計上させていただきました。 

議長（西岡良祐君） ６番、石田春子君。 

６番（石田春子君） 石田です。 

  今の件ですけれども、何年か前に土地は提供するから工事は町でするように決められて、

今の駐車場の１３万２，０００円というのはいつ要望があったんですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 最初お話があったのは、もう昨年から、そういった話をもって

お聞きをしていました。そして、正式にことしの２月に再度申し出がありました。 

議長（西岡良祐君） ６番、石田春子君。 

６番（石田春子君） 石田です。 
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  土地は提供するからというて、工事は笠置町がすると。工事もしておりますのに、また賃

借料、駐車場の件でというのは、その５年というのも、先方から５年契約とおっしゃってい

るんですか。どうでしょうね。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 一番最初土地をお借りしたのが平成８年だったと思います。そ

のときに、もう既に契約等がなされております。その中では、土地賃借料については無償と

いう形で契約されておりました。以上です。 

議長（西岡良祐君） ６番、石田春子君。 

６番（石田春子君） その件に対しては、もう話し合いがしているんやったら、それで結構で

す。 

  そして、ちょっとお聞きしますけれども、プレミアム商品券に対しても、この実績、前に

もやったとおっしゃっていますので、その実績に対してちょっと報告願えますか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えしたいと思います。 

  このプレミアム商品券の事業につきましては、あくまでも商工会の事業ということで、昨

年も１０月から１２月ごろでしたかに商品券と引きかえという形で、その引きかえる１月前

ですかね、その券を発売されました。そのときも約６００万円分を発行されたわけなんです

けれども、売れ行きにつきましては、発行するなりほとんどすぐに売れたという実績を聞い

ております。 

議長（西岡良祐君） ６番、石田春子君。 

６番（石田春子君） 石田です。 

  いや、６００万のうち補助金３００万いただいて、そして今この計上は２０万ですけれど

も、６０万の３分の１の２０万とおっしゃっているけれども、その売れ行き、そんなに簡単

に６００万の商品券をさばかれたのかなと思ってお聞きしたんです。それはそれでもう結構

です。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 申しわけございません。石田議員のほうから今、補助金

６００万のうち３００万というお話があったかと思うんですけれども、例えば１万円の商品

券に対しまして１割の１，０００円が付加となります。それで、６００万に対しまして１割

でしたら６０万の付加価値が出ます。その６０万に対して、京都府３分の１、そして笠置町
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３分の１、そして残りは商工会といいますか、そちらのほう自己資金となります。ですから、

京都府も笠置町も３分の１の２０万ずつという補助金となっております。以上です。 

議長（西岡良祐君） はい、６番、石田春子君。 

６番（石田春子君） 結構です。 

  そして、ちょっとまた１点聞きますけれども、備品購入のところで、歯科のエアコンの件

ですけれども、このエアコンは診療所だけの分ですか。お聞きします。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。システムエアコンになっておりますので、診療所

内も含んで家屋のほうも影響しております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ６番、石田春子君。 

６番（石田春子君） そうしたら、診療所と個人のちょっと比率を教えていただけますか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 建物自体、町の建物でございますので、比率というのは定めており

ません。１００％町の対応品でございます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ６番、石田春子君。 

６番（石田春子君） 石田です。 

  町の建物に、ちょっと前にも家賃が５万円と聞いておりますわね。それに対しては、５万

円ではちょっと安過ぎるのと違うかなと。また考えていただいて、ちょっとでも値上げして

いただくようによろしく頼みます。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。ただいまの御質問でございますが、その当時、公

営住宅法にちなんで、近傍近隣の地価等を調査の上、決めさせていただいた価格でございま

して、またある時点に来ましたら、再度調査して適正価格を決定させていただきたいと思い

ます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） はい、４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。 

  １０ページ、企画費の報償費、旅費、需用費、役務費、委託料合わせての５０６万円計上

されていることにお聞きをします。 

  これは、説明をいただきましたように国からの交付金１００％活用されるものですが、こ

の交付金は、再発見づくりプラン委託のためにソフト面だけしか使えない交付金なのか、も
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っとハード面も含めた活性化に向けての使い勝手のよい交付金なのか、まずお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えをいたします。 

  この事業につきましては、ソフト面が事業対象となっております。以上です。 

議長（西岡良祐君） ４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） この事業は、当然、町活性化に向けて取り組まれるものですが、町とし

ては、大前提として第３次総合計画、また２１年度、１１月から２２年、２３年と２年半か

けて、国の緊急雇用の交付金７５０万円を使って活性化の企画委託をされて、活性化に向け

ての企画立案の報告書をいただいております。この事業が終わるに当たって、今後はこれを

いかに活用していくか、私たちが試される側に立つと、そこまで答弁をいただいております。

今は、この報告書に基づいて、活性化に向けて、こつこつと取り組んでいる状況であると私

は判断をするわけですが、なぜよく似た事業をこういう大金を使ってされるのか、どのよう

にリンクされるのか、この辺をお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼をいたします。おっしゃるとおり、これまで計画、総合計

画等につきましては、当然計画に基づいて実施、継続をしていくものと考えておりますし、

今回、この計画に当たりまして、町の現状なり、そういった計画を各種統計や、また、これ

までの計画書も見ながら、今どの部分をどういうふうにリンクさせるのかということは、ち

ょっと言いにくいんですけれども、町の現状を整理したり、分析する中で、そういったこれ

までの計画も当然資料として含める中で、今回の計画とうまくリンクをさせていきたいと。

確かに共通する点が多々あろうかと思いますので、そういったものをうまくリンクさせてい

きたいと考えております。以上です。 

議長（西岡良祐君） ４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。 

  私は、どんなことも報告書をいただいたら、それをどのように取り組んでいくかが不可欠

だと思います。その報告書の中で、大きく分けて、元気プロジェクト、潤いプロジェクト、

にぎわいプロジェクトを企画していただいております。企画観光課と連携し、活性化企画事

業を検討していくと結んであります。具体的に今こういう事業にどのように取り組んでおら

れるのか、私はお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 
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企画観光課長（山本和宏君） これまでの計画につきまして、実施、計画をして、一部には自

主運営まで持っていって、現在、自主運営で継続して実施してもらっている事業もございま

すし、また計画の中で外部との連携、また広報面では、いろんなところに、ささいなことか

もわかりませんけれども、町の観光パンフレット等も置かせていただいております。そうい

ったことで、当然そういったことも踏まえて、今後も継続して今やっている事業等もさらに

充実させる中で進めていきたいと考えております。以上です。 

議長（西岡良祐君） ４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） 活性化に向けては、地道にこつこつやっていかなければならないわけで

すよ。計画倒れには絶対ならないように、そのことを強く指摘したいと思います。 

  この財源の中で、企画していただいたときには年間３００万の予算だったと思います。そ

の中には、製本費だとか旅費だとかみんな含めての３００万円だったと思うんですけれども、

今回は、そういう製本費や旅費、そういうことを除いて４５０万という大きな予算が立てて

おられる。その中身について、どうしてそのような４５０万の金額なのか、ちょっと詳しく

説明をお願いします。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えをいたします。 

  まず、委託料を除く部分につきまして、これにつきましてはシンポジウムの開催や町なか

歩きといったものに係りますものを計上させていただいております。その辺につきましても、

町主導で若干シンポジウム等は考えておるんですけれども、それ以外、委託料につきまして

は、町の現状の分析や整理等、そして報告書まで、その委託料に含めております。以上です。 

議長（西岡良祐君） ４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） 議長、この４５０万についての内訳の予算の資料ですかね、それの提出

を私は要望します。議長、取り計らいよろしくお願いします。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長、その予算の算定は出ているんですか。それは発表できま

すか。 

企画観光課長（山本和宏君） まず初めに、基礎データの・整理・分析で７０万、シンポジウ

ム開催等で３８万、それから先進市視察ということで、類似団体のそういった事業をされて

いるところの視察ということで２０万、それからヒアリング調査で７８万、それからワーク

ショップ等の開催及び報告書作成で３００万、以上が５０６万になると思います。大まかな

ところで申しわけなかったんですけれども、そういった感じてなっております。 
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議長（西岡良祐君） これより暫時休憩いたします。 

休  憩   午後０時００分 

再  開   午後１時４０分 

議長（西岡良祐君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

  その他。７番、杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） ７番、杉岡でございます。 

  １４ページの賃金、これは人事異動で１人アルバイト、これは１人で９３万ですか。２人

ですか、１人ですか。 

議長（西岡良祐君） 建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） ただいまの御質問でございますけれども、１人分でございます。

１人１年分ということでございます。以上です。 

議長（西岡良祐君） 杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） １人分、１人で９３万ということで、残業もかなりあるということを聞

いていますので、正職の方には、余り遅くまで頑張ってもうて、また体を壊したらいかんの

で、そこのところアルバイトでまたフォローしていただいたらと思います。わかりました。 

  消防をちょっとお聞かせ願いたいんです。消防の１１万６，０００円ですか、これは消防

１２０年、自治体消防６５年の多分式典に出られると思うんです。これは１１月２５日でし

たかね、東京ドームで。相楽支部で行かれると思うんです。笠置町の団員については何名ぐ

らい参加されるんですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 現在のところ、団長以下消防主任入れまして３名から４名、今

の段階では３名ぐらいに考えています。 

議長（西岡良祐君） ７番、杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） もちろん東京のことやから日帰りではないと思うんです。相楽支部にお

いては大体４０人ぐらいの計画をされていると思うんですけれども、１２０年というたら、

かなりの……。消防ができてから１２０年、自治体消防６５年、そういうことで、そういう

式典に出ていただいて、いろんな経験をするのもいいことだと思うんです。そういうことで、

消防団の活性化にかけても、そういうところに参加していただいて、そしてまた、いろんな

ことを学んでいただけたら結構だと思うんです。 

  それについて、いろいろと私もこの前の一般質問でちょっと言ったんですけれども、団員
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の確保、京都府は女性消防団のあれに補助金を出すとか、消防自動車を買うのに京都府は補

助しますよという形の中で、私が言うよりも総務財政課長はわかっていると思うんです。そ

ういうことを大いに活用して、消防団、何か消防自動車を１台欲しいということを聞いてい

ますので、そういうところを大いに活用して、また京都府に申請をしてやってください。終

わります。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 今、杉岡議員のほうから、消防にかかわる補助金等について十

分活用せいということで話をいただきました。当然、我々にいたしましても、そういうもの

を十分活用させていただいた中で消防団の活性化にも図っていきたいということで、特に我

がまち消防団の補助金というのが団に入るということで、これも本団の中で、こういうもの

に充てるということで、昨年でしたら防火着かな、いろいろそういう無線等々を本団の中で

限度額に合うような形でまた考えていると思います。 

  また、消防自動車またはポンプ等につきましても、当然そういう交付金を生かした中で当

町としても考えていきますので、またその辺は御理解をよろしくお願いします。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  午前中最後で、途中で尻切れとんぼになった集落の魅力再発見づくり、これ、我々は先ほ

ど委員会を開いていただいて、町長なり課長から説明いただいて、大体のことがみんなわか

ったと思うんだけれども、私も実は、この関係で山本課長にはこと細かく聞きまして、自分

でこれ以上にもっと網羅しているつもりなんです。だから、課長、悪いけれども、今テレビ

あるので、町民の皆さん方にもう一度一から簡単にこういったことを説明してあげてほしい

なと思うんですけれども、議長、どうですか、それでよろしいですか。だから、今委員会で

やっていただいたことを、ある程度のことを町民の方にわかるように説明していただければ

ありがたいなと思います。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼いたします。この過疎集落等自立再生対策事業につきまし

ては、あくまでもソフト事業が対象でございます。そして、趣旨といたしまして、過疎地域

等の集落において、高齢化の進行等により、空き家や耕作放棄地の増加等の課題が深刻化し

ている。このような過疎集落等において深刻化する問題等に対応するため、町民、また行政、

総合的な取り組みを行うことにより、国からの支援がいただけるというふうな事業となって
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おります。 

  そしてまた、これまで活性化計画また総合計画といったものがございますが、その中でも

やはりこの事業で趣旨として掲げられている内容とリンクする部分、共通する部分が多々ご

ざいますので、これまでの計画は当然継続して実施を行っていきますが、その事業と共通す

る部分等についてリンクさせて計画づくりをしていきたいと考えております。以上でござい

ます。 

議長（西岡良祐君） ２番、向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  飛鳥路の駐車場の件についてお尋ねいたします。 

  この駐車場のトイレのくみ取り料金は、これまで土地の所有者の方が負担しているとお聞

きしていますが、今後、このくみ取り料金はどうなりますでしょうか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） これまで、以前におきましては、管理料といいますか、そうい

ったものにつきまして、収入からくみ取り券やそういったものを支出していただいておりま

したが、以前におきましては、かなり車のほうもとまっていたんですけれども、ここ最近、

車の駐車する利用といいますか、そういったものが激減して、収入がかなり少なくなってい

ます。そういったところで、せんだって所有者さんと協議する中で、年に今まで２回ほどの

くみ取りだったそうですけれども、何とか町のほうでくみ取り料は見てもらえないかという

ことで、町のほうで見させていただくということで協議をしました。 

議長（西岡良祐君） ２番、向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  この駐車場は、今年度から町がお金を出すということにするということで、この駐車場が

いつでも利用ができるようにするなど、その運営をしっかりしてほしいと思いますけれども、

その点いかがでしょうか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えいたしたいと思います。 

  これから使用をしっかりとということでございますけれども、管理を一応所有者の方には

お願いはするんですけれども、そういったことにつきましてお話もさせていただきたいと思

いますので、これから十分有効に使用できるような形で持っていきたいと思います。以上で

す。 
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議長（西岡良祐君） ２番、向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  予算書１２ページの乳幼児医療費助成についてお聞きをいたします。 

  昨年の１２月議会で、子どもの医療費無料化の拡充費用を約２１０万円と答弁いただいて

います。さきの委員会では、この費用が１００万円ほどを切るということで、９月から実施

する場合は７０万円ほどとお聞きしていました。ところが、今回の予算では３５万円と額が

大分減っているんですけれども、無料化の費用額がこのように変化した理由はなんでしょう

か。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。ただいまの乳幼児医療の拡充に伴う試算の額の変

遷についての御質問でございます。 

  一昨年につきましては、対前年度予算を参考にしています。その間に京都府の拡充がされ

ました。去年の試算では、京都府の拡充が入った増加額を試算しています。今回、京都府の

拡充が入った試算で算定しましたら、百何万というふうな額が出てきたと思います。そこで、

最終、常任委員会で試算を出したのは、若干試算方法も変えています。今回は１人当たり医

療費単価というのを求めて、それから受給者率というのを掛け合わせて求めています。年間

予想を６０万という予想を立てて、１２分の７カ月で３５万というふうな数字をはじいてい

るわけでして、その都度その都度対象の年度の額が異なったことによって、この費用が変遷

したということで御理解いただければありがたいです。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ６番、石田春子君。 

６番（石田春子君） ６番です、石田春子です。 

  １件だけ。８ページの前年度繰越金の件に対してですけれども、総額は幾らありますか、

ちょっとお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ２４年度の決算が５月末で打てるような状況で現在仕事をやっ

ておりますけれども、あくまで概算ということでお聞き願いたいんですけれども、予想では

歳入歳出の差し引き額が５，０００万ぐらいになろうかなと思います。それで、その

５，０００万のうち２分の１を基金へ積み立てるということを勘案すれば、２，５００万ぐ

らいに繰越金がなろうかなというぐあいに思います。９月の議会で決算認定を受けさせてい

ただきますので、そのときになったらはっきり数字があると思いますけれども、現状ではそ
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ういうことで理解をしていただきたいと思います。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  先ほどから飛鳥路の駐車場ばかり出ていますけれども、私も飛鳥路の駐車場の関係で、あ

そこのトイレの関係。観光地の拠点というか、大河原から笠置まで来る間が、一番あそこが

拠点のトイレなんです。河原にもトイレはあるんですけれども、私もウオーキングとかハイ

キングの関係であっちこっちへ行くんですけれども、ここから例えば月ヶ瀬へ行く大河原か

ら月ヶ瀬口の間にもきれいなトイレができております。それから、奈良から、円成寺から滝

坂の道に行く間にも上誓多林のところにもきれいな便所ができております。ここも、たまた

ま便所をつくっていただいているんですけれども、私も笠置の、やはり観光というのは一番

トイレが大切なので、汚いかどうかよく見るんですよ。ここが本当に言うて、汚いというか、

どこが管理されているのか。これはほんで町営のつくられたトイレなんですか。管理はどこ

がされておるんですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えしたいと思います。 

  トイレに関しましては、これもさっきも言っていましたけれども、平成８年ごろやったと

思うんですけれども、東海自然歩道の関係で、京都府のほうが建設をされました。そして、

現在、維持管理につきましては、土地の所有者の方に維持管理を行っていただいております。

以上です。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  それじゃ、今、土地所有者とおっしゃいましたけれども、所有者の方には、無償というか、

土地の借り上げ料込みみたいな形でお願いという形にしているんですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 土地の賃借料、借り上げとは別でございます。本来、維持管理

していただくのであれば、当然、委託管理料とか、出どころは別にして、町が出したりしな

ければならないと思うんですけれども、多分駐車利用料をもって維持管理をお願いしている

ということでございます。以上です。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 
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  といいますのは、山の上のトイレとか、それから河原にあります、若い子が岩を登るボル

タリングですね、あそこでもトイレに行かれるのをよく見るんですよ。それで、あそこで若

い子に、きれいですかと言うたら、きれいですよと言うて、ほんで、私もそれからまた見に

行ったりするんですけれども、あちこちのトイレ、笠置の町内、それはのぞきじゃないけれ

ども、きれいかどうかいうのをよく見に行くんですけれども、そういった面でいったら、そ

の扱いのところが一番、大河原から、先ほども言いましたように笠置の間が、ちょうどあそ

こしかトイレがないわけですね。ほんで、扱いの方に聞くと、時たまやっぱりトイレがわか

らないので貸してくれと言われると、貸しますということをおっしゃっていたので。 

  それと、トイレをきれいにしてもらうこともさることながら、やはりここがトイレという

か、そういうわかりやすいような表示をやったってほしいなと思うんですよ。恐らくあれは

駐車場があるから、駐車場の管理の棟かなという、ちょっと遠いですから、ありますから、

その辺のところをもうちょっとしっかりとやってほしいなと思うんです。笠置の観光として、

やはりトイレが一番きれいやと言われるように。 

  それと、もう一点、これはちょっと余談ですけれども、いこいの館のゲートボールの横に

ある簡易トイレ、あれ何とかなりませんか。もう撤去するか、新しく。これとは関係ないん

ですけれども、トイレの関係でいうたら、その辺のところを一遍また検討を今後してくださ

い。以上です。 

議長（西岡良祐君） ほかにないですか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第３１号、平成２５年度笠置町一般会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、議案第３１号、平成２５年度笠置町一般会

計補正予算（第１号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） これで本日の会議を閉じます。 



４５ 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  第２日目は６月２０日午前９時３０分から開会します。通知は省略します。 

  本日は御苦労さんでした。 

散  会   午後２時００分 

 


